
 

競 技 役 員 

種目別大会委員長  越塚 茂生 

委 員 長  木野 貴之（静岡） 

副 委 員 長  長谷部 将也（岐阜） 城井 知樹（三重） 神谷 真作（愛知） 

総 務 委 員  新村 啓祐 

審 判 長  林 優吾 

競 技 委 員  横田 英明 

補 助 員  静岡県立科学技術高等学校全日制バドミントン部  静岡県高等学校定通制バドミントン部 

 

注 意 事 項 
１ 学校対抗戦は１複２単をもって１チームとし、複・単の選手は重複してはならい。 

２ 学校対抗戦と個人戦（複・単）を兼ねることはできない。 

３ 個人戦は複・単を兼ねることはできない。 

４ 試合方法は、すべてトーナメント方式とする。学校対抗戦のみ３位決定戦を行う。 

５ 競技規則は、令和５年度財団法人日本バドミントン協会競技規則に準じ、大会ルール及び会場 

ルールを設けることができる。 

６ 大会ルールとしては、学校対抗戦、個人戦ともラリーポイント制２１ポイント２ゲーム先取とする。 

７ 学校対抗戦は、１回戦のみ３試合すべてを行い、決勝戦は２試合先取で打ち切りとする。 

８ ユニフォームは、日本バドミントン協会検定合格品を原則とする。ただし、白色無地シャツであれ

ばこの限りではない。 

９ 選手の背部に県名を明記したゼッケンをつけること（上着にプリントしても構わない）。 

10 学校対抗戦において選手変更が必要な場合は、当日の監督会議において承諾を得ること。 

11 試合前の練習は、午前９時より午前９時 30分まで行うことができる。 

12 試合球（水鳥公認球３番）は、各チーム持ち寄りとする。 

13 アリーナフロアーでの飲食は厳禁とする。 

14 競技中の給水については、給水ゾーンで蓋のあるボトルのみ使用可とする。 

15 開場は８時 00 分（準備のため）、受付を午前９時 00 分より行い、監督会議を９時 30 分より行う。 

16 競技中に選手が負傷した場合は、応急処置は行うが、その後の責任は負わない。 

17 貴重品の管理は各自で行うこと。また、ゴミは各自が必ず持ち帰ること。 

バ ド ミ ン ト ン 

期 日   令和５年９月 10日（日） 

会 場   静岡市中央体育館（静岡県） 

          （〒420-0856 静岡市葵区駿府町 2-80 TEL054-255-1010） 

開 会 式   午前９時 50分 

競 技 開 始   午前 10時 00分 


